
意匠出願・権利化業務における生成AI活用の現状と課
題

Executive Summary

日本の意匠実務における生成AI活用は、現時点では「提出物そのものを自動生成する段階」よりも、「提出
物の作成前後を補助する段階」で先行しています。具体的には、図面代用写真の背景除去、ノイズ除去、露
出補正、要約・説明文の初稿生成、拒絶理由通知や補正の論点整理、類似意匠検索、案件分類、監視、証跡
整理などです。他方で、特許庁の公開資料上、意匠専用の「生成AI出願ガイドライン」が独立に整備されたと
いうより、実務は既存の図面・写真・補正のルールをベースに運用されており、2025年の意匠制度小委員会
資料でも、生成AIが生んだ意匠の創作者要件や記載要件は将来課題として整理されています。したがって、
2026年時点の安全な導入線は、AIを“創作・補助・検索・整理”に使い、最終提出物は人間が確定するという
構成です。

図面・写真まわりでは、特許庁はデジタル写真について「形態を鮮明にする」「意匠を構成しないものを消
去する」等の操作を許容していますが、写真に線図を加えて一つの写真とすることは不可であり、CG作図に
写真データを一部活用したものは「図」として扱われます。このため、背景除去・ゴミ消し・露出補正は比
較的安全圏ですが、超解像・生成補完・不足視図の自動生成・輪郭補完は、形態の創出や各図の不整合、要
旨変更の問題を招きやすく、提出物への直結利用は危険です。関連判例も、削除・変更が登録意匠又は出願
意匠の要旨に触れるかどうかを厳格に見ており、AI補正でも同じ発想での管理が必要です。

文章面では、国内外の研究は主として特許文書やOA応答を対象にしていますが、実務的には意匠説明・要
約・補正理由の下書き支援にも十分転用可能です。ただし、研究自体が人手監督の必要性を強調しており、日
本の著作権実務でも、AI生成物の著作物性は創作意図と創作的寄与の程度で個別判断され、既存著作物その
ものや固有名詞をプロンプトに入れると依拠性が推認されやすくなります。要するに、文章生成AIは「空欄
補完器」ではなく「論点整理器」として使うのが適切です。

管理・ガバナンスでは、証跡の保存が中核です。プロンプト、モデル名、バージョン、入力画像、元ファイル
ハッシュ、編集履歴、担当者、承認者、時刻、検索結果、採否理由を残す設計が不可欠です。C2PA や
Content Credentialsは改ざん検知・来歴表示に有力ですが、仕様上は任意導入であり、来歴情報は不完全で
あり得るうえ、近時研究では有効なC2PA来歴とAIウォーターマークが意味的に矛盾する「Integrity Clash」
も示されています。したがって、真正性確保はC2PA単独ではなく、来歴メタデータ・ウォーターマーク検
知・業務ログ・DMSタイムスタンプの多層監査で設計すべきです。

結論として、意匠出願・権利化業務で最も実装しやすく、費用対効果も高いのは、図面・写真の限定補正、
説明文の初稿生成、拒絶理由応答の論点抽出、類似画像検索、案件分類、証跡自動収集です。逆に、最終図
面の完全自動生成、補正書の自動送信、既存画像を流し込むimage-to-image、消費者向けSaaSへの未公開
意匠の投入は、現時点の日本実務では高リスクです。

調査範囲と前提

本報告は、特許庁の意匠関連手引・審査運用資料、文化庁 のAI著作権資料、個人情報保護委員会 の注
意喚起、経済産業省のAI事業者ガイドライン、INPIT の検索支援ツール、国内外の学術論文、ならびに公
開解説を継続的に出している 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業  と 森・濱田松本法律事務所  の
ニュースレター等を中心に整理したものです。なお、主要事務所が意匠図面生成や補正の具体的な内部フ
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ローを案件水準で公表している例は多くなく、実務例の相当部分は、JPO調査報告のインタビュー例、公開
された制度解説、ベンダー仕様、特許側研究からの転用可能性評価に依拠します。

評価の基本軸は五つです。第一に、JPO方式・補正実務に整合するか。第二に、生成物・補正物が形態の真正
な表現として説明できるか。第三に、著作権・個人情報・機密保持・契約上のデータ利用条件を越境しない
か。第四に、後日、出所・改変履歴・依拠性の有無を説明できるか。第五に、導入負荷に見合う実益がある
かです。これを踏まえ、本報告では、中小〜大手の事務所又は企業知財部に共通する運用単位で、依頼の九
論点を整理します。

ワークフローの全体像

現在の日本実務で最も堅い導入パターンは、「AI前処理 → 人手確定 → JPO適合性チェック → 証跡保存」で
す。AIを使う位置を「下書き」「補助検索」「補正候補提示」に限定し、出願図面・写真・説明・補正理由の
最終確定は人間の責任で行う構造にすると、JPO方式、著作権、個人情報、説明責任の四点を同時に満たし
やすくなります。

flowchart LR
    A[素材受領] --> B{機密・個人情報判定}
    B -->|高| C[承認済みEnterprise/APIまたは閉域環境]
    B -->|低| D[承認済みSaaS]
    C --> E[AI補助処理<br/>背景除去・要約・検索・分類]
    D --> E
    E --> F[人手レビュー]
    F --> G{JPO適合性確認}
    G -->|OK| H[出願・補正書作成]
    G -->|NG| I[再作成・再撮影・再記載]
    E --> J[プロンプト・モデル・元ファイル・ハッシュ・編集履歴保存]
    J --> H
    H --> K[保存・監査・再利用管理]

図：意匠実務向けの推奨導入フロー。AIは補助工程に置き、人手確定と証跡保存を必須化する。

図面・記載・応答文書

図面・写真の生成・補正

表：図面・写真の生成・補正における実務評価
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項目 現状 利点 リスク・課題
実務上の対策・
ベストプラクティ
ス

具体事例・根拠

背景除
去・影
整理・
異物除
去

日本実務では、未公
開意匠の撮影写真に
対し、背景や写り込
み、異物、露出の調
整をAIで補助する使
い方が最も現実的で
す。JPOは、デジタ
ル写真について「形
態を鮮明にする」
「意匠を構成しない
ものを消去する」操
作を許容していま
す。

再撮影
コスト
の低
減、方
式不備
の減
少、物
品輪郭
の視認
性向
上。

消した対象が実
は意匠の要部
だった場合、形
態の変容や説明
不足につながり
ます。影と模様
の区別も争点化
し得ます。

補正前原本を保
存し、削除対象
を「背景・台・
写り込み・ノイ
ズ」に限定。影
と模様の区別が
難しい箇所は意
匠の説明に明記
し、AI編集後も担
当者が目視比較
を行う。

JPO手引は背
景・台・写り込
みの排除、影/
模様の区別記
載、形態鮮明
化・非構成要素
の消去を許容し
ています。

線画
化・輪
郭抽
出・
view
生成

生成AIや画像処理で
写真から輪郭線を起
こし、出願図の初稿
を作る試みは増えて
いますが、提出物と
しては慎重運用が必
要です。写真に線図
を加えて一つの写真
にすることは不可
で、CGに写真データ
を一部使ったものは
「図」と扱われま
す。

正面
図・側
面図の
ラフ作
成、作
図工数
の削
減、外
注指示
の高速
化。

AIが存在しない
線や面を補完し
やすく、各図が
整合しない危険
があります。写
真と図の区分を
誤ると方式面で
も不安定です。

AI生成物は下絵ま
でに限定し、最
終提出物はCAD又
は人手で再作
図。各図は共通
の基準モデルか
ら作成し、視図
間整合チェック
を必須化。写真
由来の上描きは
提出前に必ず図
として整理する。

JPOは「写真に
線図を描き加え
て1つの写真と
することはでき
ない」とし、
CGによる作図
は図扱いとして
います。

超解
像・生
成補
完・欠
損復元

現場ではAI超解像や
デノイズの魅力が大
きいものの、JPO資
料上の安全圏は「鮮
明化」までであり、
不足情報の生成まで
は読めません。

低解像
度素材
の救
済、輪
郭認識
の改
善。

モデルが細部
を“創作”し、元
物品にないエッ
ジ・テクス
チャ・凹凸を付
加するおそれが
あります。これ
が要旨変更又は
事実上の新規形
態追加に近づき
ます。

超解像は原則禁
止又は限定承
認。使う場合
は、非生成型の
拡大・ノイズ除去
と比較し、差分
を確認。AI補完が
入る機能は出願
用ファイルで無
効化する。

JPOの許容文言
は鮮明化・非構
成要素消去にと
どまり、要部削
除や変容は判例
上厳しく見られ
ます。南京錠の
削除補正は要旨
変更と解されま
した。これはAI
補完にも類推的
に警戒すべきで
す。
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項目 現状 利点 リスク・課題
実務上の対策・
ベストプラクティ
ス

具体事例・根拠

生成AI
による
新規意
匠案そ
のもの
の作成

JPOの2024年調査で
は、デザイン創作で
画像生成AIを利用し
た経験がある回答が
一定数存在し、利用
場面は主としてアイ
デア発想やイメージ
作成に集中していま
す。

初期案
の量
産、発
想拡
張、
ムード
探索。

学習データ由来
の権利問題、創
作者性の説明困
難、既存デザイ
ンへの近似、最
終成果物にその
まま使えない問
題。

生成AIは「参考
案」「方向性検
討」に限定し、
最終意匠は人が
選択・再設計・
再作図したもの
だけを候補化。
未公開品は閉域
系だけで扱う。

JPO調査では利
用場面が発想・
イメージ作成に
偏り、懸念とし
て学習データの
権利処理や透明
性が強く挙がっ
ています。

実務的な色分けをすると、グリーンは背景除去・ゴミ消し・露出補正、イエローは軽微なデノイズ・自動ト
リミング、レッドは超解像・穴埋め・不足視図生成・線画の自動確定です。とくにPhotoshop等の生成塗り
つぶし系機能は便利ですが、出願用最終ファイルへ直接使うより、参考案と割り切って再撮影・再作図へ戻
すほうが安全です。

意匠説明・要約・記載の自動生成・補正

表：意匠説明・要約・記載の自動生成・補正における実務評価

項目 現状 利点
リスク・課
題

実務上の対策・ベ
ストプラクティス

具体事例・根拠

意匠
説明
の初
稿生
成

もっとも使い
やすいのは、
担当者メモ・
図面説明・先
行案件の表現
をもとに、
LLMで意匠説
明の叩き台を
作る運用で
す。

書き出し
の高速
化、表現
の平準
化、担当
間の品質
差の縮
小。

画像に存在
しない形態
を“補っ
て”記載しや
すく、図面
との不一致
を招きま
す。

プロンプトに「図
面・写真に描かれ
た事項のみ」「不
明点は空欄・質問
化」と明示。出力
をそのまま使わ
ず、図面照合レ
ビューを必須化す
る。

JPO手引は、影と模様
の区別など、画像に現
れた事項の説明を求め
ています。LLMの役割
はこの説明欄の“文案
化”に限定すべきです。

要
約・
案件
メモ
生成

受領時に、依
頼者説明・撮
影メモ・過去
案件から「物
品名」「要部
候補」「非構
成要素」「補
正要否」を要
約させる運用
は有効です。

初動の見
落とし低
減、担当
引継ぎの
容易化。

ハルシネー
ション、重
要事実の欠
落、物品名
や用途の誤
分類。

出力を案件カルテ
に自動反映させ
ず、人が承認した
要約だけを保存。
根拠テキストへの
リンクを残す。

PatentWriterは出願文
書テキスト生成の支援
可能性を示しつつ、人
手監督が不可欠だと明
示しています。意匠説
明でも同じ発想が妥当
です。
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項目 現状 利点
リスク・課
題

実務上の対策・ベ
ストプラクティス

具体事例・根拠

用語
統
一・
翻
訳・
表現
調整

英文化、表記
ゆれ統一、敬
体/常体の調
整はLLM適性
が高い領域で
す。

定型品質
の向上、
外国出願
準備の効
率化。

「訳せるが
法的にずれ
る」問題、
意匠法独特
の用語の取
り違え。

事務所用語集を
RAG又は辞書とし
て接続し、機械翻
訳後に必ず人手レ
ビュー。

LE-PARISは特許応答で
多言語入力・法的文体
修正の有効性を示して
いますが、最終法的責
任は人間側に残りま
す。

不備
検
知・
記載
抜け
検知

AIは、説明欄
の有無、要部
説明の抜け、
写真/図の不
整合候補の抽
出に向いてい
ます。

チェック
リストの
自動化、
教育負担
の軽減。

偽陽性・偽
陰性による
過信。

「判定」より「異
常候補の旗立て」
に用途を限定す
る。人の承認なし
で補正案に反映し
ない。

2026年のAI事業者ガイ
ドラインは、リスク・
更新情報・文書化・説
明責任の確保を重視し
ており、チェック支援
もその枠内で設計すべ
きです。

ここで重要なのは、意匠説明AIは“作成AI”ではなく“照合AI”として使うほど安全性が高いという点です。つ
まり、「画像を読み、見えていることだけを説明させる」使い方は有効ですが、「見えないことを推測して
整えてもらう」使い方は危険です。

補正書・応答文書の草案作成支援

表：補正書・応答文書の草案作成支援における実務評価

項目 現状 利点
リスク・課
題

実務上の対
策・ベストプ
ラクティス

具体事例・根拠

論点抽
出とテ
ンプ
レート
推薦

意匠の拒絶理
由通知や補正
指示は、特許
OAほど長文化
しませんが、
論点抽出・類
型化・テンプ
レート推薦に
はAIが有効で
す。

読み込
み時間
の短
縮、ベ
テラン
知見の
再利
用。

類型誤認、
事案固有事
情の見落と
し。

類型ひな形を
推薦するだけ
に留め、理由
付けと採否は
担当者が決
定。

PARIS/LE-PARISは、OA応
答でテンプレート推薦と生
成支援が実務価値を持つこ
とを示しています。意匠で
も“論点整理器”としての転
用可能性があります。

手続補
正書の
フォー
ム充填

写真補正や図
単位補正のよ
うに、入力項
目が比較的定
型の場面では
AI支援が効き
ます。

記載漏
れ防
止、事
務工数
の削
減。

誤項目への
入れ込み、
補正単位の
誤り。

フォーム入力
はAI、自動送
信は禁止。対
照表・差分・
対象図面番号
を人が確認。

JPOは写真補正を「写真の
全図」又は「写真単位」で
行う作成例を示していま
す。AIはこの定型部分の下
書きに向きます。
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項目 現状 利点
リスク・課
題

実務上の対
策・ベストプ
ラクティス

具体事例・根拠

応答理
由の初
稿生成

補正の必要
性・補正範囲
の説明、画像
差分の文章
化、審査官向
けの要点整理
でLLMが使え
ます。

書き出
しの負
担軽
減、過
去案件
の再利
用。

AIが事実と
異なる“もっ
ともらしい
理由”を捏造
する可能
性。

元通知書、補
正前後比較、
過去採用文例
をRAG接続
し、根拠文献
なしの主張を
禁止する。

LE-PARISは外部文書参照付
きの応答生成とログ保存を
採用しており、実務上はこ
の「根拠接続」が重要で
す。

日本語
ドメイ
ンへの
適合

日本語の補正
支援では、一
般LLMより
も、日本の審
査・補正デー
タで調整され
たモデルの方
が有望です。

日本語
法文・
審査語
彙への
適合。

データセッ
トの偏り、
特許ドメイ
ンから意匠
への転用限
界。

事務所独自の
過去意匠案件
で軽量微調整
し、既存文例
の推薦を主、
生成を従に置
く。

ClaimBrushは、日本の補正
データを大量に抽出し、審
査官嗜好に合わせた最適化
で性能向上を示しました。
ただし対象は特許請求項で
あり、意匠補正への直接適
用には慎重さが要ります。

この領域の要点は、草案作成支援の価値は高いが、最終判断の自動化価値は低いということです。意匠の補
正は、図面・写真・説明・物品名・創作者情報が密接に絡むため、AIが書いた一文より、AIが見つけた差分
のほうが実務上は有用です。

管理・検索・証拠保全

管理業務

表：管理業務における生成AI・画像AI活用の実務評価

項目 現状 利点
リスク・
課題

実務上の対
策・ベストプ
ラクティス

具体事例・根拠

類似
意匠
検索

日本では、画像ベース
の意匠検索支援として
Graphic Image Parkが
既に公開運用されてお
り、類似度の高い画像
をソート表示できま
す。J-PlatPatからも外
部画像意匠検索への導
線が整備されていま
す。

従来の
分類検
索を補
完し、
類似公
報の初
期探索
を高速
化。

類似度は
法的類否
判断その
ものでは
なく、ノ
イズ・背
景・画質
の影響を
受けま
す。

画像検索は一
次スクリーニ
ングに限定
し、最終判断
は意匠分類・
物品概念・要
部比較で人が
行う。

INPITはGraphic Image
Parkの類似画像ソート
機能を案内し、J-
PlatPat側も「画像意匠
検索（外部サイト）」
へのリンクを追加して
います。
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https://arxiv.org/html/2402.00421v2
https://arxiv.org/html/2410.05575v2
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/document/isyou_guideline/isyou_guideline-all.pdf
https://www.inpit.go.jp/info/graphic-image/index.html


項目 現状 利点
リスク・
課題

実務上の対
策・ベストプ
ラクティス

具体事例・根拠

画像
前処
理を
伴う
検索

入力画像の背景除去や
トリミングを先に行う
と、類似検索の精度が
上がる場合がありま
す。

ノイズ
低減、
対象物
中心の
検索。

過剰前処
理で特徴
が変わる
と検索結
果が歪み
ます。

前処理あり/
なしを両方実
行し、差が大
きい案件は人
が再確認。検
索に使った画
像と前処理条
件を保存。

Graphic Image Parkは
画像入力にJPEG/GIF/
PNG/TIFFを受け付け、
SSL/TLS通信を採用して
います。入力パイプライ
ンの記録を残しやすい
前提があります。

出願
管
理・
案件
分類

LLP/LLMによる案件要
約、論点タグ付け、締
切候補抽出は導入しや
すい領域です。

担当配
分の最
適化、
教育効
率の向
上、監
視の自
動化。

誤分類・
締切誤抽
出・過
信。

期限計算は従
来基幹システ
ムを正本と
し、AIは補助
表示のみ。タ
グ付け結果は
監督者レ
ビュー後に確
定。

LE-PARISは推薦・ログ
分析を組み合わせた運
用を採り、ユーザー行
動ログを蓄積していま
す。意匠管理にも同じ設
計思想を転用できます。

監
視・
分
類・
ア
ラー
ト

画像埋め込み・テキス
ト埋め込みの組合せ
で、自社ポートフォリ
オ近傍監視や業種別分
類が可能です。

監視業
務の省
力化、
担当知
識の属
人化抑
制。

偽陽性の
増加、継
続監視の
説明責
任。

監視は「候補
通知」まで。
採否理由を記
録し、再学習
の教師データ
にする。

PatentWriterや関連研究
は、埋め込み・検索・
分類が知財文書に有効
であることを示してい
ますが、意匠実務では
視覚特徴との併用が前
提です。

実務上のポイントは、類似意匠検索は「AIが結論を出す作業」ではなく「人が結論を出す前の母集団生成」
だという点です。Graphic Image Parkのような画像類似検索は非常に有用ですが、法的類否判断は依然とし
て、物品、要部、創作容易性、引用関係の文脈を含めて人が行う必要があります。

証拠保全・オリジナリティ証明

表：証拠保全・オリジナリティ証明における実務評価
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https://www.inpit.go.jp/info/graphic-image/index.html
https://arxiv.org/html/2402.00421v2
https://arxiv.org/html/2507.22387v1
https://www.inpit.go.jp/info/graphic-image/index.html


項目 現状 利点
リスク・
課題

実務上の対
策・ベストプ
ラクティス

具体事例・根拠

生成過程ログ
の保存

生成に用いた
プロンプト
等、生成過程
を確認可能に
しておくこと
は、依拠性の
否定や著作物
性の説明のた
めに重要で
す。

後日の
説明責
任、内
部監
査、紛
争対
応。

ログが散
逸する
と、誰が
何を入力
したか説
明できま
せん。

モデル名、
バージョン、
プロンプト、
入力画像、
seed、出力候
補、採択理
由、担当者、
承認者、時刻
を必須ログ
化。

文化庁チェックリストは、
依拠性や著作物性を説明す
るため、プロンプト等の生
成過程を確認可能にしてお
くことを勧めています。

C2PA /
Content
Credentials

来歴メタデー
タを暗号署名
し、作成・編
集・AI利用情
報を残す技術
は実用段階に
入っていま
す。

改ざん
検知、
編集履
歴の可
視化、
外部説
明の容
易化。

任意導入
で普及途
上、メタ
データは
削除可
能、来歴
は必ずし
も完全で
はありま
せん。

出願前マス
ター画像にだ
け付与し、検
査結果をPDF
化して案件
ファイルへ保
存。外部提出
用画像とは別
に“真正性原
本”を保管。

C2PAはContent
Credentialを暗号的に結び
付けた来歴構造とし、
Adobeは暗号署名により変
更検出を可能としていま
す。他方、仕様上、来歴は
不完全たり得て、削除も可
能です。

タイムスタン
プ・ハッ
シュ・DMS
保全

実務では、
ファイルハッ
シュ、DMS版
管理、社内承
認ログ、メー
ル受領時刻の
組合せ保全が
有効です。

誰が、
いつ、
どの版
を確定
したか
を示し
やす
い。

単一の証
跡だけで
は十分で
ない場合
がありま
す。

原本ZIP＋
ハッシュ一覧
＋承認ログ＋
比較画像を一
体保管し、案
件終了後も一
定期間保持。

METIガイドラインはト
レーサビリティ、文書化、
責任分配を重視しており、
証跡は単発ではなく業務連
鎖として残すべきです。

ウォーター
マークと来歴
の整合監査

AIウォーター
マーク検知と
来歴メタデー
タを別々に見
るだけでは不
十分です。

生成物
混入の
検知精
度向
上。

両者が矛
盾して
も、個別
検証で
は“どちら
も有効”に
見えるこ
とがあり
ます。

C2PA検証、AI
検知、ハッ
シュ照合を1
つの監査票で
突合する。矛
盾が出た案件
は提出禁止。

2026年のIntegrity Clash研
究は、有効なC2PA来歴と
AIウォーターマークが意味
的に矛盾する
「authenticated fake」を
示し、クロスレイヤ監査の
必要性を示しました。

この論点では、「出所証明」と「真実性証明」を分けて考えることが重要です。来歴メタデータやログは、
誰がどう編集したかを示すには有効ですが、その内容が法的に真実か、形態が元物品どおりかまでは自動的
には保証しません。最終的には、原本・編集履歴・担当者陳述・比較資料の積み上げが必要です。
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https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/seisaku/r06_02/pdf/94089701_05.pdf
https://c2pa.org/specifications/specifications/2.4/explainer/Explainer.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20260331_1.pdf
https://arxiv.org/pdf/2603.02378
https://c2pa.org/specifications/specifications/2.4/explainer/Explainer.html


法務・倫理・ガバナンス

倫理・法的問題

表：倫理・法的問題における実務評価

項目 現状 利点 リスク・課題
実務上の対策・
ベストプラク
ティス

具体事例・根拠

学習段
階・入
力段階
の著作
権

日本では、生成AIへ
の入力が原則として
情報解析目的に収ま
る限り著作権法30条
の4の射程に入る余
地がありますが、既
存著作物と類似する
生成物を得る目的が
併存すると適用外と
なり得ます。

適法利
用の整
理が比
較的明
確。

image-to-
imageで他社
カタログ画像
や既存意匠写
真を入れて似
せる行為は高
リスク。

公開前デザイン
や他社画像をそ
のままプロンプ
トへ入れない。
必要時は権利者
許諾又は非学
習・閉域環境を
使う。

文化庁チェックリ
ストは、既存著作
物を入力して類似
生成を狙う場合、
許諾が必要となる
可能性を明示して
います。

生成物
の帰属
と保護

ベンダー契約上は、
出力の権利帰属を利
用者側に置く条項が
広がっていますが、
それは日本法上の著
作物性・意匠法上の
創作者性を自動的に
保証しません。

契約上
の再利
用可能
性を確
保しやす
い。

「契約上は自
分のもの」で
も、法的保護
対象でない場
合があり得ま
す。

契約帰属と法的
保護性を分けて
審査。最終成果
物には人による
創作的選択・修
正を必ず介在さ
せる。

OpenAIは利用者が
入力・出力を所
有・管理すると説
明する一方、文化
庁は創作意図・創
作的寄与で著作物
性を判断すると整
理しています。

創作者
要件・
意匠法
上の位
置づけ

JPOの2025年小委員
会資料では、人が創
作に実質的に関与し
ていない生成AI生成
意匠は現行法の創作
者要件を満たさない
可能性が前提化され
ています。

制度論
点が明
確にな
りつつ
ある。

AI主導案件で
は、願書上の
創作者表示や
出願適格の説
明が不安定。

生成AI案を用い
た場合でも、誰
が採択・修正・
具体化したかを
案件記録に残
す。創作者欄は
人間の関与事実
に基づいて判
断。

小委員会資料は、
生成AI意匠に関し
創作者要件、記載
要件、新規性喪失
の例外等を今後の
制度課題として掲
げています。

機密情
報・職
務倫理

弁理士・弁護士実務
では、未公開意匠や
依頼者資料の外部投
入に強い慎重さが必
要です。

うまく
設計す
れば、
少人数
でも高
い処理
量を実
現可
能。

秘密保持義務
違反、営業秘
密漏えい、ク
ロスボーダー
移転、ログ閲
覧。

消費者向け無料
サービスを禁止
し、契約審査済
み環境のみ許
可。匿名化・マ
スキング・最小
投入を原則化。

PPCは、個人情報
を含むプロンプト
入力時に利用目的
内か、機械学習に
使われないか等を
十分確認するよう
求めています。
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https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/seisaku/r06_02/pdf/94089701_05.pdf
https://openai.com/enterprise-privacy/
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/document/20-shiryou/03_shiryo-1.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230602_kouhou_houdou.pdf


項目 現状 利点 リスク・課題
実務上の対策・
ベストプラク
ティス

具体事例・根拠

証拠能
力

ログ・来歴は補強証
拠として有力です
が、単独で万全では
ありません。

紛争時
の立証
補助。

メタデータ除
去、ログ不
全、改変疑
義。

原本・比較版・
承認ログ・説明
メモを束ねて保
存。裁判・交渉
用の“証拠パッ
ケージ”を事前
設計する。

C2PAは改ざん検知
を提供しますが、
真実性の判断や完
全性には限界があ
ります。

参考になる判例の射程

表：生成AIを含む意匠実務で参照価値の高い判例・裁判例

判例・裁判
例

射程 AI実務への含意
根
拠

南京錠事件
南京錠又は正面模様の削除補正は、添付
図面等の要旨変更に当たり得るとされた
事例。

AI補正であっても、要部の削除・非
表示化は危険。背景消去のつもりで
も、要部を落とせば同じ問題になり
ます。

積層回転灯
事件

図面代用写真と意匠の説明の関係を踏ま
え、モノクロ写真自体を変えず、説明欄
の整合で要旨変更ではないと評価された
文脈。

AIで画像自体をいじるより、説明欄
の補充や整合調整の方が安全な場合
があることを示唆します。

智恵子抄事
件・静かな
焔事件

著作者認定・創作的寄与の判断枠組み。
AI出力そのものではなく、人の具体
的指示・修正・選択がどこまで創作
といえるかの参考線になります。

北朝鮮事件
著作物性のないものは、特段の事情がな
い限り著作権法上の保護対象ではないと
整理。

生成物が保護されない場合の限界を
意識させ、契約・不競法・営業秘
密・証跡設計の重要性を高めます。

セキュリティ・データガバナンス

表：セキュリティ・データガバナンスにおける実務評価
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https://c2pa.org/specifications/specifications/2.4/explainer/Explainer.html
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-92792.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-14644.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf


項目 現状 利点
リスク・
課題

実務上の対策・ベ
ストプラクティス

具体事例・根拠

データ
投入統
制

日本の公的ガ
イダンスは、
AI利用にあた
りトレーサビ
リティ、文書
化、責任分
配、リスク説
明を重視して
います。

ガバ
ナン
スを
敷け
ば導
入余
地は
広
い。

無制限入
力は個人
情報・機
密・著作
権の事故
点になり
ます。

データを「公開可 /
社外秘 / 顧客秘 / 個
人情報含有」の4段
階程度に分類し、
入力可能サービス
を分ける。

METIガイドラインはトレー
サビリティ、文書化、責任
者明示、規約遵守を重視し
ています。

個人情
報・学
習利用
の確認

個人情報を含
むプロンプト
を投入する場
合、利用目的
内か、AI提供
者が当該個人
データを機械
学習に利用し
ないか等の確
認が必要で
す。

個人
情報
事故
の予
防。

DPA未整
備、越境
移転、目
的外学
習。

個人情報入り素材
は原則マスキン
グ。例外利用は法
務承認制。プロバ
イダのプライバ
シーポリシーと学
習設定を案件ごと
に確認。

PPCは事業者・行政機関に
対し、生成AIサービスが個
人データを機械学習に利用
しないこと等の確認を求め
ています。

契約プ
ラン差
分の管
理

SaaSは製品・
プランにより
データ取扱い
が大きく異な
ります。

安全
なプ
ラン
を選
べば
導入
可
能。

無料/個人
向けプラ
ンの利
用、plan
drift、
terms更
新見落と
し。

許可ツールは「製
品名」ではなく
「プラン名」「契
約番号」単位で管
理。terms変更のモ
ニタリング担当を
置く。

OpenAI  はBusiness/
Enterprise/APIについて、入
力・出力の所有管理と、
データを既定では学習に使
わないことを説明していま
す。もっとも、別のポリ
シー体系では不正利用防止
等のための監視もあり得る
ため、plan別確認が必須で
す。

画像生
成・補
正
SaaS
のベン
ダ審査

画像系ツール
は法務・知財
の観点まで契
約審査が必要
です。

業務
効率
の即
効性
が高
い。

出力保証
の誤解、
補償除
外、顧客
データ利
用不明。

安全審査項目に、
学習データ、顧客
データ二次利用、
保存期間、アクセ
ス制御、補償条
項、証跡機能を追
加。

Adobe  はFireflyについ
て、ライセンス済み・パブ
リックドメイン中心の学
習、顧客データ不学習、
Content Credentials、企業
向け補償を説明しますが、
補償は修正や他素材との組
合せで外れる場合がありま
す。
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https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20260331_1.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230602_kouhou_houdou.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/document/isyou_guideline/isyou_guideline-all.pdf
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項目 現状 利点
リスク・
課題

実務上の対策・ベ
ストプラクティス

具体事例・根拠

軽量補
正ツー
ルの利
用

背景除去API
等は導入しや
すい一方、入
力画像がその
まま未公開意
匠であること
が多いです。

作業
時間
の大
幅削
減。

アップ
ロード画
像の秘密
性、保管
先、下請
再委託。

background
removal系は、顧客
秘以上の案件では
DPA締結済みツー
ル又は内製推論に
限定。

remove.bgは高ボリューム
処理とセキュリティ・プラ
イバシー文書を案内してい
ますが、実務では機密案件
への投入前に契約審査が必
要です。

監査・
教育

ツール導入だ
けでは事故を
防げません。

継続
的な
品質
改
善。

ルール未
浸透、担
当者ごと
の逸脱。

年2回以上の教育、
サンプル事故レ
ビュー、抜打ち監
査、ツール棚卸し
を実施。

METIガイドラインは教育・
リテラシー確保も重要事項
に位置付けています。

導入チェックリストと社内規程案

実務導入のチェックリスト

表：導入前に最低限確認すべきチェックリスト

チェック項目 最低基準 望ましい運用 保存証跡

入力データ分
類

未公開意匠・顧客資料・個人情報の
有無を判定する

自動ラベル付け＋手動確認 分類記録

利用環境 無料/個人向けSaaSを禁止する
Enterprise/API/閉域環境に
限定

契約台帳

ツール審査
利用規約・学習利用・保存場所を確
認する

DPA/セキュリティ審査票を
標準化

審査票

図面・写真補
正

背景除去・ノイズ除去までを原則許
容する

生成補完・超解像は承認制
原本/編集版/差
分

image-to-
image

他社画像・既存著作物の直接投入を
原則禁止

許諾済み素材のみ例外利用 許諾記録

記載生成 初稿生成に限定し、自動反映しない 用語集・RAG接続を行う
プロンプト・校
閲記録

補正/OA支援 論点抽出・テンプレート推薦まで
自動送信禁止、二重レ
ビュー

版管理・承認記
録

類似検索 AIは候補抽出のみ
AI検索＋分類検索＋人手比
較を併用

検索結果保存

証跡保全
プロンプト・モデル・版・担当者を
保存

C2PA/ハッシュ/検査票を併
用

証拠パッケージ

教育 年1回以上の研修 実案件レビューを教材化 受講記録
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チェック項目 最低基準 望ましい運用 保存証跡

事故対応
入力停止・報告先・再発防止を定め
る

72時間以内の一次調査体制 インシデント票

監査 半年〜年1回の棚卸し
ベンダ terms 変更監視まで
実施

監査記録

このチェックリストは、特許庁資料、文化庁ガイダンス、PPC注意喚起、METIガイドライン、C2PA/ベンダ
文書を束ねて意匠実務向けに具体化したものです。

社内規程案のテンプレート

以下は、中小〜大手事務所でそのまま叩き台にできる最小構成です。

規程名
生成AI・画像AI利用規程（意匠出願・権利化業務向け）

目的
本規程は、意匠出願、補正、検索、監視、証拠保全等の業務においてAIを利用する際の品質、機密保持、個
人情報保護、知的財産保護及び説明責任を確保することを目的とする。

適用範囲
出願人資料、試作品画像、図面代用写真、補正書、意見書、案件管理データ、検索結果、監視データその他
意匠権利化業務に関連する一切の電子情報に適用する。

定義
生成AI、画像補正AI、類似画像検索AI、承認済みツール、禁止入力情報、証跡情報を定義する。

利用原則
AIは補助手段であり、提出書類及び最終判断の責任は担当者及び承認者が負う。AI単独での出願・補正送信を
禁止する。

禁止事項
他人の著作物又は競合画像の無許諾投入、未承認ツールの利用、顧客秘データの無料SaaS投入、AI生成物の
無検証提出、ログ削除を禁止する。

許容される利用
背景除去、異物除去、要約、分類、検索候補抽出、論点整理、文体調整等の補助利用を許容する。ただし、
最終成果物は人が確定する。

承認制利用
超解像、生成補完、image-to-image、外部API連携、個人情報を含む入力、学習用再利用は、法務・情報管
理責任者の事前承認を要する。

証跡保存
プロンプト、モデル名、バージョン、入力・出力ファイル、編集履歴、担当者、承認者、日時、検索結果、
採否理由を保存する。保存期間は案件終了後○年とする。
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ベンダ管理
承認済みツール一覧を管理し、利用規約、プライバシーポリシー、補償条項、保存場所、アクセス統制、学
習利用有無を年○回確認する。

教育・監査
年○回の研修、半期ごとの監査、違反時の是正措置を定める。

インシデント対応
誤入力、漏えい疑義、誤生成提出、権利侵害疑義が生じた場合の停止、報告、調査、通知、再発防止手順を
定める。

実際に制度化する際は、このテンプレートに、利用可能ツール一覧、秘密情報区分表、承認フロー、保存
先、削除基準、懲戒条項を付属文書として付けるのが効果的です。

将来展望と結論

将来展望と技術ロードマップ

表：短中長期の技術ロードマップ

時
期

期待される変化 実務インパクト 残る課題 注目すべきシグナル

短
期

背景除去、説明初稿、類似
画像検索、案件分類、証跡
保存の半自動化が進む

中小事務所でも
導入可能。教育
コストに対して
効果が大きい。

導入ルール不
在だと事故率
が上がる。

J-PlatPat/INPIT検索導線の
拡充、Enterprise契約の普
及、C2PA連携編集ソフトの
一般化。 

中
期

マルチモーダルRAGによ
り、過去案件・拒絶理由・
図面・写真を横断参照した
補正支援が進む

補正理由・応答
方針の標準化が
進み、人材育成
が速くなる。

事務所固有ノ
ウハウの機密
管理、RAGの
根拠誤参照。

LE-PARIS、ClaimBrushのよ
うな推薦＋生成＋評価の統
合系が日本語実務へ近づ
く。 

長
期

“意匠権利化ワークベン
チ”化が進み、画像生成、視
図整合チェック、類似検
索、補正提案、来歴管理が
一体化する

大手は案件処理
量を大きく伸ば
せる可能性。

創作者要件、
責任分配、証
拠能力、ベン
ダロックイ
ン。

JPO制度見直しで創作者要
件・記載要件・例外規定の
扱いが具体化するか。

長
期
以
降

真正性基盤はC2PA・ウォー
ターマーク・ログ監査の統
合へ向かう

出所証明の標準
化が進む。

来歴の不完全
性、矛盾シグ
ナル、非対応
ツール混在。

Integrity Clash型の対策と
して、クロスレイヤ監査が
製品実装されるか。 

結論

意匠出願・権利化業務における生成AIの本質的価値は、「創作そのものの自動化」ではなく、「人間が責任
を持つ権利化判断の前後を高密度に支援すること」にあります。日本のJPO実務は、図面・写真・補正の厳
格さゆえに、AIが勝手に描いたり補ったりしたものをそのまま提出する方向にはまだ向きません。しかし、
背景除去、異物消去、説明初稿、論点整理、テンプレート推薦、類似画像検索、証跡収集といった周辺工程
では、すでに十分な実装価値があります。
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したがって、現時点の最適戦略は、提出物の形態を変えない補助用途から始め、証跡設計と社内統制を先に
作り、そのうえでRAG型の補正支援・検索支援へ段階導入することです。逆に、最初から最終図面の自動生
成、補正理由の自動確定、未公開画像の無差別投入に踏み込むのは順序が逆です。制度・判例・技術の三面
を併せて見ると、日本の意匠実務で生成AIが強いのは、いまはまだ“作るAI”より“説明し、探し、残すAI”で
す。
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